
北海道陸別町「地域おこし協力隊（事業承継推進員）」募集要項 

 

　陸別町は、北海道十勝管内の最北部で、帯広市の北１００ｋｍ、北見市の南６０ｋｍに位置し、森

林が全町の８４％を占め、酪農業と林業の町です。 

　現在まで、自然環境を活用した企業誘致活動や各種イベント等の取り組みを実施して一定の成果を

得ております。平成２４年度より地域おこし協力隊の事業をスタートし、これまでに、地域ブランド

開発や商工観光、薬用植物などの分野での地域活性化に活躍いただいております。 

　人口減少が進む中で、将来にわたり、地域力の維持･強化を図るためには、これらに係る事業や事

業承継の展開が最重要課題です。 

　協力隊の任用終了後には、陸別町での起業や事業承継、法人への就業で、定住を目指していただき

ます。陸別町の「地域おこし協力隊員」として地域住民と共に地域振興の支援活動に意欲のある人材

を募集いたします。 

 

１．業務・活動概要　：　事業承継推進事業 

　　１）飲食店「そば屋」の事業承継を目的とした研修活動・サポート業務 

２）将来的に事業者から営業を引継ぎ事業展開を進めるための準備活動 

３）その他、事業承継に資する関連業務 

※陸別町と研修受入協定を締結した陸別町内の飲食店等での活動となります。 

 

２．応募要件 

１）年齢性別は問いません。 

２）応募時点で、３大都市圏又は３大都市圏外の都市地域に居住し、採用決定後、陸別町に住民

票を移して居住できる方 

北海道内では、お住いの地域が地域おこし協力隊員の地域要件を満たす方が対象となります。 

３）パソコン（ワード、エクセル等）の操作ができる方 

４）普通自動車運転免許証を取得している方 

５）心身共に健康で地域住民と協力して地域活性化に取組む意欲がある方 

６）本人及び転入する同居親族に市町村民税の滞納のない方 

７）最長３年間の活動期間終了時に、陸別町において定住する意欲のある方 

８）地方公務員法第１６条に規定する一般職員の欠格条項に該当しない方 

 

３．募集人員　：　１名 

 

４．勤務地　　：　陸別町内 

 

５．勤務時間　：7時間30分/日（休憩時間75分） 

　　１）原則として月曜日～金曜日までの8時45分～17時30分まで 

　　２）業務内容によっては変動や変則勤務となる場合があります。又、休日勤務を要することがあ

ります。この場合は、代休対応となります。 

 

６．雇用形態･期間： 

　　１）陸別町のパートタイム会計年度任用職員として任用します。 

　　２）任用期間は、任用の日（応相談）から当該年度末まで 

ただし、業務の進捗や活動実績の評価を行い、最長３年まで延長可能とします。 



７．報酬、給与等：　月額　196,200円以上（※経験等により算定、期末手当あり） 

 

８．待遇･福利厚生： 

　　１）社会保険等（健康保険、厚生年金、雇用保険）に加入します。(自己負担分があります） 

　　２）時間外勤務手当、通勤（2㎞以上）旅費を支給します。 

　　３）作業服、消耗品等活動に必要な経費は、町が予算の範囲で負担します。 

　　４）陸別町での生活にかかる費用、光熱水費等は、個人負担となります。 

　　５）着任にあたり赴任旅費を支給します。 

　　６）休日･休暇 

　　　　①　休日　　土・日曜日、国民の祝日、年末年始（12月29日～1月3日） 

　　　　　　　　　　※休日は、業務により変動します。 

　　　　②　休暇　　会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則によるものとします。 

　　　　　　　　　　有給休暇、病気休暇、特別休暇など 

 

９．申込受付期間：　随時募集しております。 

 

10．応募手続・選考 

　　１）応募書類の提出等 

　　　　①　陸別町「地域おこし協力隊」応募用紙及び目標レポートをホームページよりダウンロー 

ドして下さい。 

　　　　②　応募用紙に必要事項を記入し写真を貼付して下さい。 

　　　　③　目標レポート（別紙１）を作成してください。 

　　　　④　応募用紙及び目標レポートを電子メール(下記アドレスに送信）にて送付してください。 

　　　　⑤　随時応募ください。（※定員になり次第、募集中止となりますのでご了承ください。） 

　　２）選考方法　 

　　　　①　第１次選考 

　　　　　　書類選考の上、結果を応募者全員に文書又はメールで通知します。 

（第１次合格者には、第２次選考の日時を通知します） 

　　　　②　第２次選考 

　　　　　　第１次合格者を対象に面接試験を陸別町で行います。（※状況により変更の場合有） 

　　　　　　第２次選考試験のために必要な交通費等は個人負担となります。 

 

11．その他 

　　募集に関する質問は、任意様式により質問書を電子メールで受け付けます。電話での質問は、原

則、受け付けませんので、ご留意下さい。 

　　質問の回答は、電子メールで返信しますので、連絡可能なメールアドレスをご記載下さい。 

 

12．申し込み･お問合せ先 

　　〒089-4300　北海道足寄郡陸別町字陸別東１条３丁目１番地 

　　　　　　　　陸別町総務課企画財政室 

　　ＴＥＬ ：　0156-27-2141　　ＦＡＸ：　0156-27-2797 

　　E-mail ：　kyouryokutai@rikubetsu.jp


